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健康保険被扶養者資格確認
「部分調査」を実施いたします

平成
28
年度

　健保組合は、法律（健康保険法施行規則第50条）により、毎年、

被扶養者資格の確認を行うことができます。

　被扶養者資格確認調査は、被扶養者となった方がその後も被

扶養者の認定基準を満たしているかどうか確認するための調査

です。就職や結婚等で被扶養者の資格を失ったにもかかわらず、

手続きを忘れている方が少なくありません。健保組合では、こ

うした手続きもれに対応するため、この調査を毎年実施しています。今年度は配偶者を対象と

した「部分調査」となります。

　本来、被扶養者資格のない方が加入したままになっていると、健保組合にとって重い負担と

なっている高齢者医療への納付金が多く算出され、不要な支出をすることにもつながります。

被扶養者資格確認調査結果
についてご報告します

提 出 期 限

　被保険者のみなさんには資格確認調査書のほ
か、必要証明書類を提出していただくことにな
り、費用負担やお手数をおかけいたしますが、
何とぞご理解とご協力をお願いいたします。

＊平成 28 年度 健康保険被扶養者資格確認調査の詳細は、
健保ホームページに掲載しております。

調査書配付
（WEBまたは紙面）

７月 ４ 日

事業所人事・
総務提出期限 ７月29日（厳守）

調 査 要 領

　調査対象となる被扶養者がいる方には、「健
康保険被扶養者資格確認調査書」をＷＥＢまた
は紙面（事業所経由）で配付いたします。
　概要は改めてご連絡いたします。

調 査 対 象 者

配偶者を被扶養者としている被保険者

実 施 時 期

平成28年７月

平成 27年度

1  調査対象者
子・孫を被扶養者としている被保険者

2  調 査 結 果
対象被保険者数	 2,217名

　うち、対象被扶養者数	 3,133名

不適格者	 320名

3  不適格者の主な内訳及び理由
(1) 就職	 239名

(2) 扶養異動	 33名

(3) 結婚	 9 名

(4) 別居	 4 名

(5) 離婚	 2 名

(6) 死亡	 1 名

(7) その他（収入増など）	 32名
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＊被扶養者の範囲

①年間収入 130 万円未満（60 歳以上の方または障がいのある方は

180 万円未満）

②被保険者の年収の２分の１未満であること

③別居の場合は被保険者からの仕送額（援助額）より収入が少ないこと。

ただし、この金額内でも、生計維持関係が認められない場合もあります。

こんなときは、
被扶養者でなくなります

お子様が仕事に就いて、
就職先の健康保険の被保険者となった

お子様が結婚して、配偶者の被扶養者となった

奥様がパートなどの仕事を始め、
被扶養者の範囲（＊）を超える収入を得るようになった

父母の公的年金額の増額により
被扶養者の範囲（＊）を超える額となった

被扶養者の方が75歳になった
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